
 

（ ７ ）  水 道 事 業 会 計 決 算 の状 況  

ア  総 括 事 項  

  平 成 ２ ６ 年 度 の 水 道 事 業 は 、 平 成 ２ ２ 年 度 に 策 定 し た 流 山 市

水 道 事 業 基 本 計 画（ 平 成 ２ ３ 年 度 ～ 平 成 ３ ２ 年 度 ）（以 下「 基 本

計 画 」と い う 。）に お け る「 市 民 へ の 安 全 な 水 の 安 定 供 給 を め ざ

し て 」 を 基 本 方 針 と し 、 流 山 市 水 道 事 業 に 係 る 認 可 （ 以 下 「 第

６ 次 拡 張 変 更 認 可 」と い う 。）及 び 平 成 ２ ３ 年 度 に 策 定 し た 流 山

市 水 道 事 業 財 政 計 画 （ 平 成 ２ ４ 年 度 ～ 平 成 ２ ７ 年 度 ） に 基 づ い

て 事 業 を 実 施 し た 。  

 平 成 ２ ６ 年 度 は 、 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 平 成 ２ ６ 年 度 ま で の 継 続 費

を 設 定 し て い た 東 部 浄 水 場 更 新 事 業 及 び 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 平 成

２ ６ 年 度 ま で の 繰 越 し 事 業 で あ る 江 戸 川 台 浄 水 場 旧 管 理 棟 撤 去

及 び 場 内 整 備 工 事 が 完 成 し た 。 ま た 、 収 入 面 に お い て 、 給 水 収

益 に つ い て は 本 市 の 人 口 が 増 加 し て い る に も 関 わ ら ず 、 平成２５

年 度 に 比 べ 横 ば い と な っ て い る が 、 給 水 申 込 納 付 金 が 当 初 予 算

に 比 べ 増 と な っ た ほ か 、 退 職 給 付 金 の 戻 し 入 れ 及 び み な し 償 却

廃 止 に 伴 う 長 期 前 受 金 の 戻 し 入 れ が あ り 、 損 益 で は 、  

３ ３ ３ ， ２ ５ ０ ， ０ ２ ４ 円 の 利 益 と な っ た 。  

 ま た 、 平 成 ２ ６ 年 度 は 利 根 川 上 流 の ダ ム 群 の 貯 水 率 が 安 定 し て

い た た め 、 平 成 ２ ５ 年 度 の よ う に 渇 水 対 策 を 行 う 必 要 は な か っ

た が 、 災 害 時 に 備 え て 応 急 給 水 用 具 の 整 備 を 進 め る と と も に 、

緊 急 時 に お け る 適 切 な 対 応 が で き る よ う に 、 市 内 の 事 業 所 等 の

協 力 を 得 て 水 道 給 水 訓 練 等 を 行 っ た 。 更 に 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 か

ら は 、 北 千 葉 広 域 水 道 企 業 団 に お い て 高 度 浄 水 施 設 が 完 成 し 、

高 度 浄 水 処 理 さ れ た 水 道 水 の 供 給 が 開 始 さ れ 、 よ り 安 全 で お い

し い 水 道 水 を 提 供 で き る こ と と な っ た 。  

 一 方 、 水 道 事 業 を 取 り 巻 く 環 境 は 、 節 水 意 識 の 定 着 で 一 人 当 た

り の 一 日 平 均 給 水 量 が 伸 び 悩 み 、 逓 増 料 金 制 を 採 用 す る 本 市 に



 

お い て も 大 口 水 道 利 用 者 の 施 設 等 が 井 戸 水 の 利 用 へ と 移 行 す る

傾 向 が 意 向 調 査 で 見 ら れ た た め 、 大 口 水 道 利 用 者 へ の 逓 増 料 金

制 度 の 是 正 の た め の 料 金 改 定 に 係 る 議 案 を 、 平 成 ２ ７ 年 第 １ 回

定 例 会 に 提 出 し た 。   

当 該 改 正 議 案 は 可 決 さ れ 、 平 成 ２ ７ 年 度 の 料 金 か ら 適 用 す る こ

と に な っ た 。  

ま た 、 財 政 計 画 と 投 資 計 画 の 整 合 を 図 る べ く 、 流 山 市 水 道 事

業 経 営 戦 略 を 策 定 す る た め の 業 務 委 託 を 締 結 し た 。  

 運 営 面 に お い て は 、 検 針 か ら 料 金 の 収 納 に 至 る 一 連 の 業 務 及 び

浄 水 場 の 運 転 管 理 業 務 を 継 続 し て 民 間 に 委 託 し 、 更 に 平 成 ２ ５

年 度 末 に は 給 水 装 置 関 連 の 業 務 及 び ２ ４ 時 間 対 応 が 可 能 な 漏 水

修 理 等 の 業 務 委 託 を 、 総 合 評 価 方 式 で 入 札 （ 特 別 簡 易 型 ） に よ

り 委 託 し 、水 道 利 用 者 の 利 便 性 の 向 上 と 効 率 的 な 運 用 に 努 め た 。 

 

イ  建 設 事 業  

  基 本 計 画 及 び 第 ６ 次 拡 張 変 更 認 可 に 基 づ き 、 既 設 浄 水 場 更 新

事 業 を 推 進 す る と と も に 、配 水 管 の 改 良 、拡 張 工 事 を 実 施 し た 。  

  既 設 浄 水 場 更 新 事 業 に つ い て は 、 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 平 成 ２ ６

年 度 ま で の ３ か 年 継 続 事 業 と し て 行 っ て い た 東 部 浄 水 場 更 新 事

業 の 施 設 改 修 工 事 及 び 電 気 機 械 設 備 更 新 工 事 が 完 成 し た 。ま た 、

西 平 井 ・ 鰭 ケ 崎 地 区 区 画 整 理 事 業 に 伴 う ４ 期 目 の 西 平 井 浄 水 場

の 擁 壁 工 事 を 補 償 対 応 工 事 で 行 っ た 。  

  一 方 、 配 水 施 設 整 備 事 業 は 、 給 水 区 域 の 安 定 給 水 と 水 圧 を 確

保 す る た め 、 配 水 管 の 口 径 変 更 と 塩 化 ビ ニ ル 管 等 を 、 地 震 に 強

い ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 や 水 道 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 に 改 良 す る 配

水 管 改 良 工 事 １ ０ 件 、 延 長 ５ ， ３ ３ １ ． ７ メ ー ト ル を 布 設 し た

ほ か 、 舗 装 本 復 旧 工 事 ４ 件 、 面 積 １ ２ ， ４ ９ ８ ． ０ 平 方 メ ー ト

ル を 舗 装 し た 。 ま た 、 安 定 し た 水 供 給 及 び 未 給 水 区 域 の 解 消 を



 

図 る た め 、 配 水 管 拡 張 工 事 ２ 件 、 延 長 １ ６ １ ． ６ メ ー ト ル を 布

設 し た 。  

  更 に 、 つ く ば エ ク ス プ レ ス 沿 線 整 備 事 業 に 係 る 配 水 管 拡 張 工

事 と し て 、 木 地 区 、 運 動 公 園 周 辺 地 区 、 新 市 街 地 地 区 に お い て

拡 張 工 事 １ ０ 件 、 延 長 ９ ， １ ２ ８ ． ７ メ ー ト ル を 布 設 し た 。  

  既 設 浄 水 場 の 維 持 修 繕 に つ い て は 、 お お た か の 森 浄 水 場 に 次

亜 冷 却 装 置 を 購 入 し 、 水 質 の 安 定 供 給 を 図 っ た 。 ま た 、 平 成  

１ ８ 年 度 か ら 導 入 し た 運 転 管 理 、 薬 品 調 達 管 理 、 設 備 点 検 及 び

小 規 模 修 繕 等 を 包 括 的 に 民 間 委 託 す る 浄 水 場 運 転 管 理 等 業 務 に

つ い て は 、 平 成 ２ ５ 年 度 に 「 流 山 市 浄 水 場 運 転 及 び 維 持 管 理 等

業 務 委 託 」 と し て 契 約 を 締 結 し 、 平 成 ３ ０ 年 度 ま で の 委 託 期 間

で 業 務 を 遂 行 し て お り 、 安 心 ・ 安 全 な 水 の 安 定 供 給 を 追 求 し な

が ら 、 省 力 化 及 び コ ス ト の 縮 減 を 図 っ た 。  

 

ウ  業 務 の 状 況  

平 成 ２ ６ 年 度 末 の 給 水 人 口 は １ ７ ０ ， ２ ６ ８ 人 で 、 平 成 ２ ５

年 度 に 比 べ ２ ， ９ ３ ５ 人 増 加 し 、 給 水 普 及 率 は ９ ８ ． ６ ５ パ ー

セ ン ト と な っ た 。  

  年 間 有 収 水 量 は １ ５ ， ８ ７ ９ ， ０ ０ ０ 立 方 メ ー ト ル と な り 、

平 成 ２ ５ 年 度 に 比 べ ３ ０ ， ９ ３ ６ 立 方 メ ー ト ル の 減 と な っ た 。  

  ま た 、 水 道 料 金 等 の 不 納 欠 損 金 処 理 は 、 ４ ２ ０ 件 、  

１ ， ５ ８ ３ ， ５ １ ０ 円 で 、 平 成 ２ ５ 年 度 に 比 べ ３ ５ ８ ， ７ ０ ４

円 の 減 と な っ た 。  

  こ の ほ か 、 給 水 申 込 納 付 金 の 調 定 状 況 は 、 １ ， ８ ４ ２ 件 、  

４ ８ ０ ， ９ ０ ２ ， ４ ０ ０ 円 、 臨 時 給 水 に つ い て は 、 ６ ０ ０ 件 、

１ ９ ， ３ ３ ５ ， ３ ８ ８ 円 と な っ た 。  

 

 



 

エ  経 理 の 状 況  

  収 益 的 収 入 は 、３ ，９ ７ ２ ，５ １ ５ ，８ ７ ８ 円（ 税 込 み ）で 、

平 成 ２ ５ 年 度 に 比 べ ２ ９ ４ ，０ ５ ９ ，２ ７ ５ 円 の 増 収 と な っ た 。

こ の 主 な 要 因 は 、 み な し 償 却 廃 止 に 伴 う 長 期 前 受 金 戻 入 が 発 生

し た こ と 等 に よ る も の で あ る 。  

  一 方 、 収 益 的 支 出 は 、 ３ ， ５ ６ ９ ， ７ ０ １ ， ０ ８ ０ 円 （ 税 込

み ） で 、 平 成 ２ ５ 年 度 に 比 べ １ ７ ５ ， ３ ０ ６ ， ９ ３ ３ 円 の 増 加

と な っ た 。 こ の 主 な 要 因 は 、 江 戸 川 台 浄 水 場 旧 管 理 棟 撤 去 費 が

発 生 し た こ と 等 に よ る も の で あ る 。  

  こ の よ う な 状 況 の 中 、 平 成 ２ ６ 年 度 の 損 益 は 、 税 抜 き に よ る

収 益 的 収 入 が ３ ， ７ １ ６ ， ８ ４ ４ ， ２ ６ ２ 円 、 収 益 的 支 出 が  

３ ， ３ ８ ３ ， ５ ９ ４ ， ２ ３ ８ 円 で 、 収 入 か ら 支 出 を 差 し 引 く と

３ ３ ３ ， ２ ５ ０ ， ０ ２ ４ 円 の 純 利 益 を 計 上 す る こ と が で き た 。  

  資 本 的 収 入 は 、 ３ ０ ９ ， ７ ８ ５ ， ８ ７ ９ 円 （ 税 込 み ） で 、 平

成 ２ ５ 年 度 に 比 べ ２ ３ ８ ， ６ ９ ５ ， ９ ９ ４ 円 の 減 収 と な っ た 。

そ の 主 な 要 因 は 、企 業 債 収 入 が 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る 。 

  こ の 資 本 的 収 入 の う ち 、 工 事 負 担 金 ２ ７ ３ ， ５ ８ ０ ， ８ ８ ０

円 は 、 資 本 的 支 出 の つ く ば エ ク ス プ レ ス 沿 線 整 備 事 業 費 に 充 て

る た め 、 独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 及 び 千 葉 県 の 各 区 画 整 理 施

行 者 と の 協 定 に 基 づ き 収 入 し 、 ま た 、 配 水 管 改 良 工 事 負 担 金 と

し て 流 山 市 か ら 収 入 し た も の で あ る 。  

  一 方 、 資 本 的 支 出 は 、 １ ， ９ ２ ９ ， ７ ４ １ ， ２ ４ ６ 円 （ 税 込

み ） で 、 平 成 ２ ５ 年 度 に 比 べ ５ ６ ３ ， ２ ４ ６ ， ７ ９ ６ 円 の 増 額

と な っ た 。そ の 主 な 要 因 は 、東 部 浄 水 場 更 新 工 事 の 完 成 に よ り 、

建 設 改 良 費 が 大 幅 に 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る 。  

 

 

 

 



 

オ  議 会 議 決 事 項  

議  案  

番  号  
件             名  提 出 年 月 日  議 決 年 月 日  

議   案  

第 ６４号  

平 成 ２５年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 決 算

認 定 について  
H 2 6 .  9 .  4  H 2 6 . 1 0 .  7  

議   案  

第 ９５号  

平 成 ２６年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 補 正

予 算 （第 １号 ）  
H 2 6 . 1 1 . 2 7  H 2 6 . 1 2 . 1 7  

議   案  

第 ９８号  

流 山 市 水 道 事 業 の設 置 等 に関 する条 例

の一 部 を改 正 する条 例 の制 定 について  
H 2 6 . 1 1 . 2 7  H 2 6 . 1 2 . 1 7  

議 案 第 

1０９号  

平 成 ２６年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 補 正

予 算 （第 ２号 ）  
H 2 6 . 1 2 .  5  H 2 6 . 1 2 . 1 7  

議   案  

第 ３０号  
平 成 ２７年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 予 算  H 2 7 .  2 . １９  H 2 7 .  3 . 2 0  

議   案  

第 ３１号  

平 成 ２６年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 補 正

予 算 （第 ３号 ）  
H 2 7 .  2 . 1 9  H 2 7 .  3 . 2 0  

議   案  

第 ３３号  

流 山 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の一 部 を改

正 する条 例 の制 定 について  
H 2 7 .  2 . 1 9  H 2 7 .  3 . 2 0  

 

カ  職 員 に関 する事 項 （水 道 事 業 管 理 者 及 び再 任 用 職 員 を除 く）  

職    種  

平 成 ２７年 ３月 ３１

日  

現 在 の職 員 数

（人 ）  

平 成 ２６年 ３月 ３１

日  

現 在 の職 員 数

（人 ）  

増    減  

      

（ 人 ）  

事 務 職 員  １ ４  １ ５  △  １  

技 術 職 員  ６  ７  △  １  

合 計  ２ ０  ２ ２  △  ２  

 

    

 


